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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定に関する件（4月3・4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、金融市場調節

方針を以下のとおりとすることを決定した。

1 .　金融市場調節の操作目標を、無担保コールレート（オーバーナイト物）か

らマネタリーベースに変更すること。

2 .　金融市場調節方針を下記のとおりとすること。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･「長期国債買入れの拡大および年限長期化」に関する件（4月3・
4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、長期国債買入

れの拡大および年限長期化について以下のとおりとすることを決定した。

1 .　長期国債の保有残高が年間約50兆円に相当するペースで増加するよう買入

れを行うこと。

2 .　長期国債の買入れ対象を40年債を含む全ゾーンの国債としたうえで、買入

れの平均残存期間を、現状の3年弱から国債発行残高の平均並みの7年程度に

延長すること。

◆･「ＥＴＦおよびＪ-ＲＥＩＴの買入れの拡大」に関する件（4月3・4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、ETFおよび

J-REITの買入れの拡大について以下のとおりとすることを決定した。

　ETFおよびJ-REITの保有残高が、それぞれ年間約1兆円、年間約

300億円に相当するペースで増加するよう買入れを行うこと。
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◆･「「量的・質的金融緩和」の継続」に関する件（4月3・4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、「量的・質的

金融緩和」の継続について下記のとおり決定した。

記

　「量的・質的金融緩和」の継続に関し、以下のとおり公表するこ

と。

　「量的・質的金融緩和」は、2％の「物価安定の目標」の実現を

目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで継続する。

その際、経済・物価情勢について上下双方向のリスク要因を点検

し、必要な調整を行う。
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◆･量的・質的金融緩和の導入に伴う関連基本要領の制定および廃
止等に関する件（4月3・4日)

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、量的・質的金

融緩和の導入に伴い、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1 .　「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」を別紙1. のとおり

制定すること。

2 .　「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先選定基本

要領」を別紙2. のとおり制定すること。

3 .　「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」を別紙3. のとおり制

定すること。 

4 .　「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者

選定基本要領」を別紙4. のとおり制定すること。 

5 .　「国債売買基本要領」（平成11年3月25日決定）注1）を別紙5. のとおり一部改

正すること。 

6 .　「国債売買における売買対象先選定基本要領」（平成11年3月25日決定）注2）

を別紙6. のとおり一部改正すること。

　

注1 ）　「国債売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照

ください。

注2 ）　「国債売買における売買対象先選定基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。
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7 .　「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本

要領」（平成14年9月18日決定）注3）を別紙7. のとおり一部改正すること。

8 .　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象先選

定基本要領」（平成16年4月9日決定）注4）を別紙8. のとおり一部改正すること。

9 .　「資産買入等の基金運営基本要領」（平成22年10月28日決定）、「資産買入等

の基金の運営として行う国債等買入基本要領」（平成22年10月28日決定）、「資

産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入

基本要領」（平成22年10月28日決定）および「資産買入等の基金の運営として

行う共通担保資金供給オペレーション基本要領」（平成22年10月28日決定）を

本日限りで、「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受

益権等買入等基本要領」（平成22年11月5日決定）を3. に掲げる基本要領の実

施日限りで、廃止すること。

　　廃止する基本要領に基づき、現に、または3. に掲げる基本要領の実施日に

おいて保有する資産および未決済の取引については、「国債売買基本要領」、

「国庫短期証券売買基本要領」（平成11年10月27日決定）注5）、「コマーシャル・

ペーパーおよび社債等買入基本要領」、「共通担保資金供給オペレーション基

本要領」（平成18年4月11日決定）注6）または「指数連動型上場投資信託受益権

等買入等基本要領」に基づくものとして取扱うこと。

　

注3 ）　「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」の

全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象先選定基本要

領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注5 ）　「国庫短期証券売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注6 ）　「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。
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10．「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における買入対象先選定

基本要領」（平成22年10月28日決定）、「資産買入等の基金の運営として行うコ

マーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先選定基本要領」

（平成22年10月28日決定）および「資産買入等の基金の運営として行う共通担

保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成22年10月
28日決定）を本日限りで、「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上

場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」（平

成22年11月5日決定）を4. に掲げる基本要領の実施日限りで、廃止すること。

　　廃止する基本要領に基づき、現に、または4. に掲げる基本要領の実施日に

おいて買入対象先等となっている先については、「国債売買における売買対象

先選定基本要領」、「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買

対象先選定基本要領」、「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における

買入対象先選定基本要領」、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付

対象先選定基本要領」（平成18年4月11日決定）注7）または「指数連動型上場投

資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」に基づ

く売買対象先等として取扱うこと。

11．「日本銀行業務方法書」（平成10年3月24日決定）注8）を別紙9. のとおり一部

変更すること。

12．3. の実施に関し、日本銀行法（平成9年法律第89号）第43条第1項ただし書

きおよび同法第61条の2の規定に基づき、別紙10. および別紙11. のとおり財務

大臣および金融庁長官に認可を申請すること注9）。

　

注7 ）　「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注8 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注9 ）　4月4日に認可を申請し、4月5日、認可を取得しました。
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◆･「「量的・質的金融緩和」の導入について」の公表に関する件
（4月3・4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、「量的・質的

金融緩和」の導入について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆･「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基
本要領」等の一部改正に関する件（4月3・4日)

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、被災地金融機

関を支援するための資金供給オペレーション等を活用することにより、引き続

き、被災地金融機関における復旧・復興に向けた資金需要への対応を支援する

とともに、被災地金融機関の資金調達余力を確保する観点から、下記の諸措置

を講ずることを決定した。

記

1 .　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」（平

成23年4月28日決定）注10）を別紙1. のとおり一部改正すること。

2 .　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付

対象先選定基本要領」（平成23年4月28日決定）注11）を別紙2. のとおり一部改正

すること。

3 .　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年
4月28日決定）注12）を別紙3. のとおり一部改正すること。

　

注10 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注11 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選

定基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注12 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2013年3月6・7日開催分）に関
する件（4月3・4日）

　本委員会は、平成25年4月3・4日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2013年3月6・7日開催分）注13）を承認した。

◆･金融市場調節方針の決定に関する件（4月26日）

　本委員会は、平成25年4月26日の金融政策決定会合において、次回金融政策決

定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別紙のとおり公表するこ

とを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。

　

注13 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月9日公表）。
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◆･「経済・物価情勢の展望（2013年4月）」の基本的見解を決定す
る件（4月26日）

　本委員会は、平成25年4月26日の金融政策決定会合において、「経済・物価情

勢の展望（2013年4月）」の基本的見解注14）を決定した。

◆･金融政策決定会合の議事要旨（2013年4月3・4日開催分）に関
する件（4月26日）

　本委員会は、平成25年4月26日の金融政策決定会合において、金融政策決定会

合の議事要旨（2013年4月3・4日開催分）注15）を承認した。

　

注14 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月26日公表）。

注15 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（5月2日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･総裁および岩田副総裁の兼職を承認する件（4月12日）

　本委員会は、平成25年4月12日、「役員の兼職に関する特則」2.（2）イ. また

はロ．に基づき、黒田総裁について次の兼職を承認することを決定するととも

に、任期の定めがある兼職について同一の職に再任される場合は、その兼職を

承認することを決定した。

　また、「役員の兼職に関する特則」2.（2）イ. に基づき、岩田副総裁について

次の兼職を承認することを決定した。

1 .　黒田総裁

兼　職　名 報酬の有無 任　期

金融広報中央委員会顧問 無 定めなし

一般社団法人日本経済団体連合会顧問 無 2 年

日本商工会議所顧問 無 3 年（注）

　（注）前任者の残任期間は平成25年10月31日まで。

2 .　岩田副総裁

兼　職　名 報酬の有無 任　期

金融広報中央委員会委員 無 定めなし
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◆･政策委員会月報（平成25年3月）に関する件（4月23日）

　本委員会は、平成25年4月23日、政策委員会月報（平成25年3月）を承認した。
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　2．報告事項

●�金融システムレポート（金融機構局）注1）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

●�日本銀行券の券種識別性の向上に関する取組み（発券局）注2）

●�2012年度の金融市場調節（金融市場局）注3）

●�平成24年度「不動産その他の重要な財産の取得または処分」
に関する報告（文書局、発券局、システム情報局）

●�平成24年度下期の検査結果等（検査室）

●�新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況（決済機構局、シ
ステム情報局）

　

注1 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月17日公表）。

注2 ）　「日本銀行券の券種の識別性を向上させるための取組みを実施します」については、

インターネット・ホームページをご参照ください（4月26日公表）。

注3 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（5月9日公表）。
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